
ふるさと納税寄附の流れ（寄附金申込書送付の場合）
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①寄附金申込書の送付（郵送・FAX・メール） 《受付：経営企画課》

②納付書（ふるさと応援寄附金）の送付 《発送：経営企画課》

③寄附金の払い込み（納付書） 金融機関（県外は

ゆうちょ銀行で）
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④寄附金受領証明書(A)及び

市町村民税寄附金税額控除申告書(B)の送付 《発送：経営企画課》
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⑤確定申告（証明書(A)を添付・（B)は不要)
税

務

署⑥所得税の控除（還付）

申告書送付

⑦翌年度の住民税の軽減

《税控除関係問合せ：税務課》

※⑦については次のイとロの合計額が、翌年度の個人住民税額から控除されます。

イ（その年に支出した寄附金の合計額 - 5,000円） × 10％

ロ（その年に支出した寄附金の合計額 - 5,000円） × （90％ - 所得税の税率）

ただし、ロの額については個人住民所得割額の1割が限度となります。

※⑥についてはその年に寄附した金額の合計額から

2,000円を減じた額が所得金額から控除されます。

※④については確定申告が基本となりますが、住民税の税額控除だけを受け

ようとする場合は住所地の市町村に（A)と（B)を提出しなければなりません。


